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命 令 書（写） 

 

 

平成３０年（不再）第３９号   

再 審 査 申 立 人  Ｙ会社 

平成３０年（不再）第４０号   

再 審 査 被 申 立 人    

 

平成３０年（不再）第３９号   

再 審 査 被 申 立 人  Ｘ１組合 

平成３０年（不再）第４０号 

再 審 査 申 立 人   

 

 上記当事者間の中労委平成３０年（不再）第３９号・第４０号事件

（初審京都府労委平成２９年（不）第１号事件）について、当委員会

は、令和２年９月２日第２８０回第一部会において、部会長公益委員

荒木尚志、公益委員両角道代、同柴田和史、同杉原麗、同磯部哲出席

し、合議の上、次のとおり命令する。 

 

主         文 

 

 本件各再審査申立てをいずれも棄却する。  

 

理         由 

 

第１ 事案の概要等  



２ 

 １ 事案の概要  

⑴ 平成２８年１２月（以下、「平成」の元号は省略する。）時点に

おいて、Ｘ１組合（以下「組合」という。）のＸ２分会（以下「分

会」という。）に所属する組合員（以下「分会員」という。）は、

全員、株式会社Ｙ（以下「会社」という。）の指導員（道路交通

法第９９条の２又は第９９条の３に規定する技能検定員又は教

習指導員をいう。以下同じ。）であったところ、会社には、分会

員とは異なる就業規則が適用される従業員（以下「フリー社員」

という。）が存在し、フリー社員の中には、分会員と同じく指導

員としての業務に従事する者（以下「フリー指導員」という。）

が存在した。 

⑵ 本件は、①会社が、２８年の冬季賞与（以下「２８年冬季賞与」

という。）について、フリー社員には同賞与を支給したにもかか

わらず、分会員には支給しなかったこと（以下「本件賞与不支給」

という。）が労働組合法（以下「労組法」という。）第７条第１号

に、②２８年冬季賞与に関する２９年１月１０日の団体交渉（以

下「本件団交」という。）において、会社の代表取締役会長であ

るＢ（以下「Ｂ会長」という。）が不適切な言動を行ったこと等

当該団体交渉に係る会社の対応が同条第２号に該当するとして、

２９年４月３日に、組合が、京都府労働委員会（以下「京都府労

委」という。）に救済申立て（以下「本件救済申立て」という。）

を行った事案である。  

２ 本件において請求する救済の内容の要旨  

 ⑴ 会社は、分会員に対し、２８年冬季賞与として、会社の賃金規

程に規定する基準内賃金及び家族手当の合計額に０．３を乗じ

た金員並びに年６分の金員を支払うこと。  
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⑵ 会社は、２８年冬季賞与について誠実に団体交渉を行うこと。 

⑶ 会社は、謝罪及び今後同様の不当労働行為を行わない旨の文

書を手交及び掲示すること。 

 ３ 初審命令の要旨  

   京都府労委は、３０年７月２６日付けで、本件賞与不支給が不

当労働行為に該当するとして、会社に対し、分会員に２８年冬季

賞与として、２８年１２月に分会員に対して支払った賃金のうち

会社の賃金規程に規定する基準内賃金の額に０．３を乗じた金員

及びこれに対する同月２８日から支払済みまで年率６分を乗じた

金員の支払を命じ、その余の申立てを棄却することを決定し、同

日初審命令書を会社及び組合に交付した。 

 ４ 再審査申立て  

   会社は、３０年８月３日に、上記救済部分の取消し及び本件救

済申立ての棄却を求めて、組合は、同月６日に、上記棄却部分の

救済及び初審において救済した救済方法の変更を求めて、当委員

会に再審査を申し立てた。  

 ５ 本件の争点  

⑴ 本件賞与不支給は、労組法第７条第１号の不利益取扱いに該

当するか。 

⑵ ２８年冬季賞与についての団体交渉に係る会社の対応は、労

組法第７条第２号の団体交渉拒否に該当するか。  

⑶ ⑴が認められた場合、初審命令主文第１項は救済方法として

適当か。 

 

第２ 当事者の主張の要旨  

 １ 争点１（本件賞与不支給は、労組法第７条第１号の不利益取扱
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いに該当するか。）  

  ⑴ 組合の主張  

   ア 会社は、分会員に２８年冬季賞与を支給せず、分会員以外

の従業員には２８年冬季賞与を支給した。これは、分会員が

労働組合の組合員であることの故をもってした不利益な取扱

いに該当する。 

イ  会社は、分会員とフリー指導員との間に大きな賃金格差が

ある旨主張するが、これは誤りであり、仮に何らかの差異があ

るとしても、これを分会員に対する差別的な賞与不支給の根

拠とすることはできない。  

  分会員とフリー指導員では適用される就業規則等が異なる

ものの、会社の業績と従業員の勤務実績とを考慮して賞与支

給が決定されるという基本構造は同じである。会社の業績に

ついては、分会員もフリー指導員と共通であり、また、フリー

指導員には一律約０．３か月分支給され、分会員には一律不支

給であったことから、個々の指導員の勤務状況等について査

定が行われたと考えることはできない。このように、分会員と

フリー指導員とで賞与の支給に差異のある取扱いをしたこと

を正当化する理由は存在しない。  

  ⑵ 会社の主張  

   ア 会社がフリー指導員に２８年冬季賞与を支給したことは争

わない。 

   イ しかしながら、分会員とフリー指導員は賃金構成が異なる。

分会員の賃金構成は年功序列型・生活設計型であるのに対し、

フリー指導員のそれは労働対価型である。また、分会員には

退職金が支給されるが、フリー指導員には支給されない。  
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  退職金を含む賃金構成の相違ゆえに、分会員とフリー指導

員では、賞与の意味・位置付けも異なる。フリー指導員のよう

な労働対価型の賃金体系においては、賞与等の業績に対する

貢献度合いに基づく報酬は、その賃金体系の根本である労働

対価（功労報償）の充実という側面に加え、労働者の意欲向上、

勤務継続へのインセンティブを与える観点から重要である。  

 分会員とフリー指導員の賃金構成の相違、賞与の意味・位置

付けの相違を考えれば、フリー指導員に対する２８年冬季賞与

の支給（２８年冬季賞与を加算しても、フリー指導員の中で比

較対象年収額が最高額の者でも、分会員の中で最低額の者に及

ばない程度の金額）は、分会員に対する不利益をもたらすもの

ではない。 

ウ  教習生のニーズが多い夜間教習や土日祝日の教習・検定等

を担っているのは全てフリー指導員であり、会社の業績改善

に対するフリー指導員の貢献は大きい。また、分会員とフリー

指導員は、同じ業務に従事していながら、会社が負担する人件

費はフリー指導員の方が低い結果、会社の業績利益に貢献す

る度合いが高い。 

  ２８年冬季賞与の支給は、その貢献に報いるためのもので

あり、組合及び分会員に対する不利益取扱いの意思によるも

のではない。 

 ２ 争点２（２８年冬季賞与についての団体交渉に係る会社の対応

は、労組法第７条第２号の団体交渉拒否に該当するか。）  

  ⑴ 組合の主張   

   ア ２８年冬季賞与に係る団体交渉に、会社の代表者として出

席していたＢ会長は、机をたたいて、分会員らに対して「お
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まえら」「あほか」と述べ、組合の活動について「ちょろまか

し」「おまえら、レベルが低い」「世間に笑われる」「時代に遅

れている」との発言を繰り返した。  

   イ Ｂ会長は、分会員らがフリー指導員に２８年冬季賞与を支

給した理由を尋ねても回答しようとせず、質問を書面で出す

よう繰り返し、分会員らの質問中にいきなり立ち上がり、「電

気を消すから出て行け」と言って、交渉を打ち切った。  

   ウ また、本件団交後に、分会が、Ｂ会長から求められた質問

事項を書面で提出したにもかかわらず、これに対する会社の

回答書は、事務員及び送迎職員に対する賞与の支給の有無や

その範囲について全く回答しないものであり、会社が誠実な

団体交渉を行う意思を有していないことを示している。 

   エ これら一連の行為は、団体交渉を正当な理由がなくて拒む

ことに該当する。 

  ⑵ 会社の主張  

   ア Ｂ会長の発言は興奮状態での一時的な発言であり、この興

奮状態は、本件団交に出席していた組合代表者で分会長でも

あるＡ（以下「Ａ委員長」という。）の意図的な誘導によるも

のである。 

   イ そのような興奮状態にあるときに、Ｂ会長が書面の提出を

求めて、当該団体交渉を打ち切ったのは妥当な措置である。  

   ウ 団体交渉において使用者は労働組合の質問事項全てについ

て回答する義務はなく、交渉上必要な事項を回答すれば足り

る。本件団交の議題は、２８年冬季賞与が分会員には支給さ

れずフリー指導員等には支給されたことの正当性についてで

あるところ、分会員は全員が指導員であることから、同一職
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種であるフリー指導員のデータのみを開示すれば十分である。 

 ３ 争点３（１が認められた場合、初審命令主文第１項は救済方法

として適当か。）  

  ⑴ 組合の主張  

    フリー指導員に支給された賞与の額は、各従業員の基準内賃

金の０．３か月分とされる。基準内賃金のみが算定基礎となっ

ているのは、フリー指導員には家族手当がないためであると推

認される。これに対し、分会員の賞与の算定基礎には家族手当

が含まれるため、基準内賃金と家族手当の合計額に０．３を乗

じた額を賞与相当額として支払うべきである。  

  ⑵ 会社の主張  

    家族手当は分会員にのみ支給されている手当であるところ、

前記３⑴の組合の主張は、自分たちには既得権がありその既得

権はいかなる場面でも厳守されるべきという、不当労働行為制

度とは別個の主張である。また、当該主張は、分会員とそれ以

外の従業員との賃金格差の拡大を図るものであって、不合理で

ある。 

 

第３ 当委員会の認定した事実  

 １ 当事者等  

  ⑴ 組合  

    組合は、京都府の自動車教習所の従業員で組織される労働組

合であり、会社に勤務する指導員のうち約２０名が分会を組織

している。 

  ⑵ 会社  

    会社は、京都府公安委員会から道路交通法第９９条の指定を
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受けて自動車教習所の経営を行っている株式会社である。  

 ２ 労働条件及び会社の組織等  

⑴ア 分会員は、２８年１２月時点において、全員が２年以前に採

用され、昭和４４年制定の就業規則及び賃金規程（以下、それ

ぞれ「就業規則」、「賃金規程」という。）が適用される者であ

った。また、同時点で、同就業規則及び同賃金規程が適用され

る従業員は、分会員以外存在しなかった。  

   分会員は全員、会社の指導員であった。 

イ フリー社員は、「フリー（嘱託及びパートタイマー）就業規

則」（以下「フリー就業規則」という。）又は月給制社員就業規

則（以下「月給制就業規則」といい、フリー就業規則と併せて

「フリー就業規則等」という。）が適用される者であり、賃金、

雇用期間の定めの有無、休日、就労時間等の労働条件は個別契

約で定められていた。  

フリー社員の中には、事務員のほか、分会員と同じく指導員

としての業務に従事するフリー指導員が存在した。２８年１２

月時点で、フリー指導員は１９名いたところ、そのうち３名は、

他の自動車教習所が廃業したことに伴い、２８年に会社に雇用

された者であった（以下、当該３名を除いた１６名のフリー指

導員を「フリー指導員１６名」ということがある。）。会社は、

当該３名との個別契約において、一定の条件が成就した場合に

会社が賞与を支払うことを合意していた。  

  ⑵ア 会社は、管理課、指導課、その他で組織されていた。 

管理課は、総務、配車、送迎、営業、庶務等を主たる業務と

していた。 

指導課は、指導員が、入所生に対して運転技術等に係る教習・
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検定を行うことを主たる業務とし、指導一課、同二課、同三課

及び安全運転教育課に分かれていた。 

その他として、託児所や総合案内所等があった。 

イ ２８年１２月時点において、会社には、課長、課長補佐、係

長、主任（以下、併せて「役職者」という。）が存在したが、

分会員でかつ役職者である者は存在しなかった。また、同時点

において、分会員以外の会社の従業員は、取締役を兼務してい

るため役員報酬が支払われている者を除き、役職者も含め全

員フリー社員であった。  

ウ  分会員もフリー指導員も、従事している指導員としての業

務はほぼ同一であった。ただし、日曜、祝日及び夜間の教習は

フリー指導員のみが行っていた。  

２８年１２月時点において、分会員は、全員、指導一課に所

属していた。 

  なお、指導員の待機する場所について、分会員は控室のある

建物の１階、フリー指導員は同建物の２階を使用していた。分

会員は、２階の控室を利用しているフリー指導員のことを「上

の人」などということがあった。  

  ⑶ア 分会員の賃金構成及びその内容は賃金規程第１条ないし第

９条に定めがあり、２８年１２月時点において、分会員に実

際に支払われた賃金の構成及びその内容（月額）は以下の表

のとおりであった。また、同年における分会員の平均年収は、

基準外賃金を含めて４８１万７２３２円であった。なお、２

８年１月から１２月までにおいて、分会員のうち超過勤務を

した者は２名であり、その２名も超過勤務時間は年間を通じ

て１時間以内であった。  
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基 

準 

内 

賃 

金 

基本給 １８７，２９２円（賃金規程第３条第１

項） 

基本調整給 ２８年について２２，２２６円（同第３

条第２項） 

年齢給 年齢１歳ごとに３，７５７円（同第４条

第１号） 

勤続給 勤続１年ごとに２，０００円（同第４条

第２号） 

責任給 検定手当４，０００円（同第４条第３号

ハ） 

生活給 厚生手当２，０００円（同第４条第４号） 

基

準

外

賃

金 

家族給 家族手当 

配偶者１０，０００円、その他被扶養者

１名につき５，０００円（同第９条第１

号イ） 

超過勤務手当 時間外勤務手当 

（基準内賃金／１６６）×１．２５（同

第９条第２号ハ） 

通勤手当 実費（同第９条第４号） 

イ 分会員の賞与支給要件は、賃金規程第１５条に「毎年７月と

１２月に会社の業績を考慮した上、従業員の勤務成績などに

応じて賞与を支給する。なお、支払い対象期間は、冬季賞与に

ついては５月１６日から１１月１５日まで、夏季賞与につい

ては１１月１６日から５月１５日までとする。」と定められて

いた。 

   ウ 分会員の退職金について、中小企業退職金共済制度による
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ものを含め、基準内賃金の０．８１及び勤続年数を乗じた金

額が支給されることとなっていた。 

  ⑷ア フリー社員の給与について、フリー就業規則第３２条には、

「時間給、役付手当、高齢者等講習手当、検定手当、日曜祝

日出勤手当、指名手当（指導員のみ）、稼働手当（指導員のみ）、

二輪手当（実車）、資格手当（コンピュータ管理）、資料統計

管理手当、社員手当（係長以下のみ）、生涯設計手当、フロン

ト事務夜勤手当、指導・教習相談員手当、ＶＩＰ申込受付手

当、退職準備金、残業食、通勤手当および時間外勤務手当、

休日勤務手当とします。」との定めがあった。また、月給制就

業規則第３２条は、フリー就業規則第３２条と同内容（「時間

給」が「基本給（時間給×１７３時間）」となっている点を除

く。）であった。各手当の就業規則上の定めは、別紙１のとお

りであった。２８年におけるフリー指導員１６名の平均年収

は、２８年冬季賞与を除くと、３９８万２０３８円であった。  

     なお、賃金台帳上、フリー指導員に支払われている手当の

うち、フリー就業規則等に記載がないものとして、教習指導

技術手当、褒賞金があったほか、日曜祝日出勤手当が土曜日

曜祝日出勤手当と記載されていた。  

   イ フリー社員の賞与支給の要件は、フリー就業規則第４０条

及び月給制就業規則第４０条に下記のとおり定められていた。 

記 

    賞与は、 

１ 教習指導に当たった者には、実稼働(教習)時間数×査定 

単価により支給する。  

査定単価は、実稼働時間(教習)・勤怠・教材整備・教習
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生評判・合格率・卒業時間・指名・紹介・技術 (知識・運転

技術・教え方)・考課により毎年 1 回個別の労働契約書で

定めます。毎年 1 回再雇用契約時に行う。  

賞与の算定期間は、１２月１６日から４月１５日まで、

支給月４月末日 

４月１６日から８月１５日まで、支給月８月末日  

８月１６日から１２月１５日まで、支給月１２月末日  

とします。 

２ 上記のほか、指導員、事務員、作業員に会社の業績と本

人の業績により賞与を年３回支給する。  

但し、次の事項に該当する場合、または、該当する者には

支給しない。支払額は査定による。  

ア 会社の業績不振の場合  

イ 本人の業績が悪い者 

ウ 社内の秩序を乱す者 

エ 会社の経営方針に従わない者  

オ 上司に反抗し、またはその指示に従わない者  

カ 支給日（月末）に在籍しない者  

査定は、総労働、実働、勤怠、清掃、評判、合格、卒業、

技術、指名、紹介、考課、実行、提案、業務能率、仕上、

技術(知識・技術・実行)による加点積上式とする。  

（中略） 

賞与査定期間は、夏季１月１日から６月３０日迄  支払

日７月１０日 

年末７月 1 日から１１月３０日迄  支払日１２月１０日 

決算１２月１日から１２月３１日迄  支払日２月末日 
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   ウ フリー社員の退職金は、中小企業退職金共済制度によるも

ののみであった。 

 ３ 従前の労使関係  

⑴ ４年、会社は、夏季賞与として基準内賃金及び家族手当の合計

額に２．０８を乗じた額及び冬季賞与として同合計額に２．６２

４を乗じた額を分会員に支給した。 

５年、会社は、４年と同水準の賞与を分会員に支給した。 

⑵ア ６年８月５日、会社は、組合に対し、「営業時間・営業日改

訂申し入れ」と題する書面をもって、土曜日における勤務時間

を延長すること、日曜日を除く祝日・休日を営業日とすること

等を申し入れた。 

イ 同月８日、Ｂ会長は、朝礼で、これまで組合と協調してきて

大きな損失を被ったので、以後は方針変更する旨を述べ、日

曜・祝日教習の実施及び月間２００時間の稼働を実行しなけ

れば、冬季賞与に大きく影響する旨述べた。  

 ウ 同月１８日、会社は、組合に対して、「労働条件改善事項」

として、①賃金を３０パーセント引き下げて同業他社並みに

すること、②勤務日・勤務時間の変更、③法定外の有給休暇４

日分を無くすこと、④残業食を廃止することを申し入れた。  

 同日、組合は、「回答書」と題する書面をもって、会社の営

業時間変更等の申入れには理解できる部分もあるが、現在の業

績悪化を組合に転嫁するものであるとして、当該申入れに同意

できない旨を回答した。 

また、同月２５日、組合は、会社に対し、「（８／１８）申し

入れに対し、拒否した理由」と題する書面をもって、会社が上

記アの申入れをしたことは理解できるが、Ｂ会長が上記イの発
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言をしたことから、会社が、申入れに同意しなければ年末一時

金や翌年の春闘に大きく影響すると述べていることは脅しと

も取れるものであるとして抗議した。 

エ 会社は、６年の冬季賞与について、分会員が日曜・祝日教習

を実施しなかったこと等を理由に、分会員全員に対し、前年よ

りも一律３３．７パーセント減額して支給したことから、労働

争議が発生した。 

７年８月１日、会社と分会は、覚書を締結し、会社が提案し

た改善事項については早急に協議を行う旨確認するとともに、

６年冬季賞与については賃金規程に規定する基準内賃金及び

家族手当の合計額に２．６２４を乗じた額、７年夏季賞与につ

いては同合計額に２．０８を乗じた額とすることを妥結した。 

⑶ア ８年、会社は、初めて、フリー就業規則に基づき指導員を採

用した。組合は、当該採用が、採用について会社と組合とで事

前に協議し合意する旨の労働協約に違反するものであり、ま

た、組合が当該採用について説明を求めた際に会社が虚偽の

回答をしたとして、９年２月１３日から同年８月２７日まで

の間、３０回ストライキを実施した。  

イ ９年末、会社と組合は、会社が、フリー社員を採用する場合

には事前に組合に対し説明する旨合意したことから、同年１

２月９日、組合は、会社に対し、「通知書」と題する書面をも

って、今後は会社の採用行為や被採用者の個人的資質を理由

とするストライキは行わない旨を通知した。  

  なお、会社は、その後もフリー社員採用の際に、組合に特段

の説明や報告はしていない。  

  ⑷ １０年、会社は、賞与の支給額の決定に際し、それまで実施し
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ていた遅刻・欠勤・早退についての査定以外の査定を導入する

旨表明したが、査定の対象事項や評価の仕方等その詳細につい

て組合に明らかにしなかった。また、会社は、賞与の算定基礎

に乗じる支給率も減少させた。これに対し、組合は、１２年か

ら１３年にかけて、大規模なストライキを実施した。  

会社は、業績の悪化を理由にその後も支給率を減少させ続け、

１６年の２月に１５年冬季賞与として定額の５，０００円を支

給して以降、再審査結審時現在まで、分会員に賞与を支給したこ

とはなかった。 

  ⑸ 会社は、２０年から２７年まで、毎年、組合に対し、上記⑵

ウとほぼ同内容の労働条件改善事項を申し入れた。組合は、会

社が当該労働条件改善事項を申し入れた理由として、同業他社

の賃金よりも分会員の賃金が高いことを挙げていることから、

団体交渉等において、会社に対し、同業他社の賃金が分かる資

料の提示を求めたが、会社がそれに応じたことはなく、当該労

働条件改善事項について妥結に至ったものはなかった。  

⑹ 組合が、２７年の春闘要求の際、会社が長時間労働を無くすと

言っているにもかかわらず、非組合員にだけ残業させているが、

非組合員にだけ残業させている理由について回答を求めたのに

対し、会社は、「分会の労働条件がお荷物となっている間は非組

合員が犠牲となってしまいます。その非組合員の犠牲は業績好

転した場合は優先して業績給等で返して行く予定です。正直者

がばかを見ないようにしなければ良い人、業績に貢献できる人

は去っていきます。」と回答した。 

 ４ 会社の経営状況等  

⑴ 自動車教習所の顧客である新規免許取得者の動向を示す１８



１６ 

歳人口は、２６年は１１８万人であり、４年の６０パーセント弱

であった。京都府指定自動車教習所協会加盟の自動車教習所の

入所者(普通車 )数も２７年は２万８７５６人であり、ピークで

あった５年の４８．４パーセントにまで減少した。 

  ⑵ 会社は、１９年１２月期から２５年１２月期にかけ、連続し

て当期損失を計上し、２６年１２月期は１０５７万５７４５円、

２７年１２月期は１８９４万５４６円、２８年２２４８万２６

１円の当期利益を計上しているものの、繰越利益剰余金は、２

６年１２月期が１億３０７３万７６７６円の赤字、２８年１２

月期でも８９３１万６８６９円の赤字であった。  

５ 本件に係る経過  

  ⑴ ２８年６月６日、組合は、会社に対し、基準内賃金及び家族

手当の６．５か月分を２８年の年間賞与として要求する旨の書

面を提出した。 

⑵ 同月２７日、会社は、前記⑴の要求に対し、経営状態が厳しい

ため応じられない旨回答するとともに、上記３⑵ウとほぼ同内

容の労働条件改善事項を受け入れるよう求める旨申し入れた。  

⑶ア 同年１１月１０日、組合と会社は、２８年冬季賞与について、

団体交渉を行った。  

Ａ委員長が、同年の夏季賞与は不支給であったが、教習料金

の引上げもあったことから、２８年冬季賞与を少しでも支給し

てもらえないかと述べたところ、Ｂ会長は、教習料金を引き上

げたので売上げは増加したが、累積赤字が大きく、赤字を解消

することは至難の業であること、子どもも増えないので生産性

を上げないと赤字は解消できないこと、分会員の賃金が高いた

め、その引下げや日曜・祝日教習への協力をお願いしたいこと
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等を述べた。 

Ｂ会長が組合に対し、分会員の賃金が高いため引下げに応じ

るよう述べたのに対し、Ａ委員長は、賃金が高いというのであ

ればそのデータを出してほしいとして、他の教習所の賃金資料

の提示を求め、それを踏まえて労使で協議したい旨述べたとこ

ろ、Ｂ会長は資料の提示について特段回答しなかった。 

最後にＡ委員長が「一時金はゼロですか。」と確認すると、

Ｂ会長は「そうですね。」と回答し、団体交渉は終了した。  

イ なお、会社は、同日の団体交渉において、フリー社員に対し

２８年冬季賞与を支給することについて言及せず、また、その

後、２８年冬季賞与の支給前までに、組合に対しその旨を通知

したこともなかった。 

⑷ 同年１２月２７日、会社は、フリー社員に対し、２８年冬季賞

与を支給した。なお、会社がフリー指導員１６名に支払った同賞

与の具体額は別紙２のとおりであり、フリー指導員以外のフリ

ー社員に支払った同賞与の具体額は証拠上明らかでない。 

同日、分会員は年末年始の休暇で出社していなかった。  

同日、Ａ委員長は、フリー指導員の１人から入社以降初めて賞

与が支給された旨の連絡を受けた。その後、２９年１月５日まで

の間に、分会は、フリー指導員のうち４名に賞与が支給されたこ

とを確認した。 

⑸ ２９年１月６日、仕事始めで出社したＡ委員長は、フリー指導

員以外のフリー社員２名に対しても賞与が支給されたことを確

認した。また、Ａ委員長は、役職者のうち１名から、２８年に他

の自動車教習所が廃業したことに伴い採用したフリー指導員に

対し、採用時に一定の条件を満たした場合には賞与を支払う契
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約になっていた関係で、それ以外のフリー指導員についても平

均０．３か月分の賞与が支給された旨聞き取った。 

同日、分会は、会社に対し、口頭で、交渉事項を示さずに、団

体交渉を申し入れた。 

   ⑹ア 同年１月１０日、組合と会社は本件団交を行った。 

冒頭、Ａ委員長は、Ｂ会長に対し、本日団体交渉を申し入れ

た趣旨は分かっているかとの質問を発し、Ｂ会長が「知らん。

一時金やろうと思うけど。」と答えると、Ａ委員長は２８年冬

季賞与について「上の人は出してるんですか」と質問した。Ｂ

会長が出していない旨回答すると、Ａ委員長は、再度出してい

ないかを確認した上で、もし出していたらどうするのかと質問

した。 

これに対し、Ｂ会長がなぜ組合からそのようなことを質問さ

れなければならないのかとの趣旨の発言をし、その中で、分会

員のことを「おまえら」と言ったところ、Ａ委員長は、「おま

えらってなんやねん。」、「不当労働行為じゃ。こらっ。」と大声

をあげた。 

イ Ａ委員長は、「今、出してへん言わはったね。」と、先ほどの

支給していない旨の回答が事実に相違ないか確認した。Ｂ会

長が、「上」には支給していないが、フリー指導員には支給し

た旨回答すると、Ａ委員長は、「上」というのはフリー指導員

のことを指す旨述べた。 

Ｂ会長は、これに対し、「あほか」と言って、「上」というの

は上司のことではないのかと発言した。Ａ委員長が、なぜフリ

ー指導員には支給したのかと質問したのに対しては、Ｂ会長は、

分会員よりもフリー指導員の方が頑張っている、フリー指導員
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よりも分会員の賃金が１０万円高い旨述べた。 

ウ Ｂ会長は、発言中に机をたたきながら「おまえら仕事せんと

な、金取るちゅねや。ドロボウと一緒じゃ、俺から言わせた

ら。」、「お前らって何が言葉悪いんや。」などと述べた。また、

組合が、他の教習所の賃金に関する資料の提示を求めたとこ

ろ、「そんなな、ちょろまかしたみたいな話せんといてくれ。」

と発言したほか、組合の交渉態度について「レベルが低すぎ

る。」「もう、あんたらな時代からものすごく遅れとんねや。な

っそんな恥ずかしせんとき、なっ、世間からな笑われてるわ。」

等と発言した。 

エ  さらに、Ａ委員長が２８年冬季賞与について再度説明を求

めたのに対し、Ｂ会長は、要求の趣旨を文書で提出することを

組合に求め、「まぁ、文書で出してもうたらええやん。もうえ

え。はっきりしといたらええやん。そんなちょろまかしたみた

いな。もう出てくれこの部屋。もう電気消さなあかんし。」と

述べて退出した。 

  ⑺ ２９年２月２日、分会は、会社に対し、「抗議並びに申し入れ」

と題する書面（以下「２９．２．２申入書」という。）をもって、

本件団交におけるＢ会長の言動に抗議するとともに、①２８年

冬季賞与の支給範囲及び合計人数、②同賞与の支給総額、平均

金額及び平均月数、③過去の分会員以外への賞与の支給実績の

有無、について書面で回答するよう申し入れた。 

⑻ 同月７日、会社は、分会に対し、「平成２９年２月２日付  抗

議並びに申し入れに関する回答書」と題する書面（以下「２９．

２．７回答書」という。）をもって、本件団交は謎かけのような

やり取りに終始したことから、正常化のため要求内容の文書で
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の提出を依頼した旨回答するとともに、前記⑺の質問事項につ

いて、次のとおり回答した。  

「賃金ｈ２８．１２月度 

分会指導員  ２０名平均４００，７６６円 

フリー指導員 １９名平均２７８，９６２円 

年末賞与フリー指導員(１６名)平均ｈ２８．１２月７５，

９６３円」 

なお、２９．２．７回答書について、組合が、会社に対し、再

度団体交渉を申し入れたことや更なる回答を要求したことはな

かった。 

  ⑼ 同年４月３日、組合は、本件賞与不支給及び本件団交におけ

るＢ会長の交渉態度等が不当労働行為に該当するとして、京都

府労委に本件救済申立てを行った。  

 ６ 本件救済申立て後の事情  

⑴ 会社は、３０年１月に、フリー指導員１３名に対し、冬季賞与

として、１人平均１０３，４９２円を支給した。 

⑵ ３０年９月、フリー社員のうち２名が、会社に対し、無期雇用

契約への転換の申込みを行って、フリー就業規則が適用のまま

で期間の定めのない雇用に転換し、同時期に組合に加入した。 

  ⑶ 本件団交以降、組合と会社は、２８年冬季賞与以外の議題に

ついて、団体交渉を数回行った。 

 

第４ 当委員会の判断  

 １ 争点１（本件賞与不支給は、労組法第７条第１号の不利益取扱

いに該当するか。）  

⑴ 上記第３の５⑷のとおり、２８年１２月２７日、会社は、フリ
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ー社員に対し２８年冬季賞与を支給し、分会員には支給しなか

った。同２⑵イのとおり、会社において、分会員以外の従業員は、

役員報酬を受け取っている者を除き全てフリー社員であるとこ

ろ、非組合員であるフリー社員に賞与を支払い、労働組合の組合

員である分会員に賞与を支払わないことは、当該不支給が組合

員であることの故をもって行われたのであれば、労組法第７条

１号に該当しうるので、以下、検討する。 

⑵ まず、本件賞与不支給前の労使関係について見ると、Ｂ会長は、

分会員の給与水準が他の自動車教習所よりも月額１０万円程度

高いという考えのもと、６年に分会員の労働条件を切り下げる

ための申入れを行った（同３⑵ア）。それに対し、組合は当初、

労働条件の見直しを求める会社の申入れについて一定の理解を

示したものの、Ｂ会長が、朝礼で、これまで組合と協調してきて

大きな損失を被った旨発言したことに反発し、その後労働争議

に発展した（同イウエ）。その後も、フリー指導員の採用や査定

の方法をめぐり、大規模なストライキ等の労働争議が繰り返さ

れた（同⑶⑷）。 

また、会社は、２０年から２７年まで毎年、組合に対し、分会

員の労働条件引下げに関する申入れを行った。それに対し組合は、

会社に同業他社と分会員との賃金を比較するための資料を求め

たところ、会社はそれに応じたことはなく、結局、会社の求める

労働条件等の引下げについて、組合との間で妥結に至ったことは

なかった（同⑸）。 

以上のとおり、会社は、６年以降分会員の労働条件を引き下げ

たいと考えていたものの、組合との間で妥結に至らず、また、度々

労働争議が起きる等、労使の対立が長期間継続していたことが認
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められ、このような労使関係の中で、会社は、組合からの２８年

冬期賞与要求については拒否し、フリー社員にはこれを支払った

ものである。また、このフリー社員へ賞与支払いは、組合に事前

に告げることなく（同５⑶イ）、分会員全員が冬季休暇で不在の

ときになされたこと（同⑷）が認められる。  

⑶ア そこで、分会員とフリー社員の賞与支給要件についてみる

と、分会員については、賃金規程第１５条において「毎年７月

と１２月に会社の業績を考慮した上、従業員の勤務成績など

に応じて賞与を支給する。」と定められ（第３の２⑶イ）、他方、

フリー社員については、フリー就業規則第４０条第２号及び

月給制就業規則第４０条第２号において「会社の業績と本人

の業績により賞与を年３回支給する。」と定められている（同

⑷イ）。このことから、分会員、フリー社員いずれも、会社の

業績と労働者の勤務成績又は業績に応じて賞与が支払われる

定めとなっていることが認められる。  

また、会社は、新規免許取得者の動向を示す１８歳人口が

年々減少する中、２６年１２月期から２８年１２月期までの

間、当期利益を計上したものの、２８年１２月期の累積赤字は

８９３１万６８６９円であり（同４⑴⑵）、２８年１１月１０

日の団体交渉の際、組合からの２８年冬季賞与の要求に対し、

累積赤字等を理由に賞与は支給できない旨回答した（同５⑶

ア）。 

このように、会社の規程上、分会員、フリー社員いずれも、

会社の業績と労働者の勤務成績又は業績に応じて賞与が支払

われるものとなっており、また、組合からの賞与の要求に対

して、累積赤字等を理由に賞与は支給できない旨説明したに
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もかかわらず、会社は、フリー社員にのみ２８年冬季賞与を

支払ったことが認められる。  

イ  会社は、フリー社員にのみ２８年冬期賞与を支払ったこと

につき、分会員とフリー社員では賃金構成が異なる結果、賞与

の意味や位置付けが異なり、また、同種業務に従事している分

会員とフリー指導員の年収を比較すると分会員の方が高いた

め、フリー社員に少額の賞与を支払ったとしても、分会員にと

って不利益とはいえない旨主張する。  

しかし、上記アのとおり、分会員とフリー社員の賞与支給要

件に実質的な相違がないにもかかわらず、会社が、非組合員で

あるフリー社員には賞与を支払い、分会員には支払っていない

という事実が認められる以上、分会員に賞与を支給しなかった

ことが分会員に対する不利益取扱いに該当しないということ

はできない。また、分会員の年収がフリー指導員の年収よりも

高く、分会員とフリー社員で賃金構成上賞与の位置付けが異な

っていたとしても、そのことは賞与支給に関して組合員と非組

合員を異別に取り扱ったことの不利益取扱い該当性自体を否

定することにはならない。 

ウ また、会社は、フリー指導員は、教習生のニーズが多い夜間

教習や土日、祝日の教習・検定等を担っており、また、人件費

も分会員より低い結果、会社の業績改善に対するフリー指導

員の貢献は大きく、その貢献に報いるために２８年冬季賞与

を支給したのであって、本件賞与不支給は組合員であること

を理由とするものではない旨主張する。  

しかし、会社は、貢献度が高かったとするフリー指導員のみ

ならず、フリー指導員以外のフリー社員にも２８年冬季賞与を
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支払ったことが認められ（第３の５⑸）、結局、当該賞与は、

非組合員には全員支払われ、組合員には支払われなかったこと

になる。したがって、賞与支給はフリー指導員の高い貢献度に

報いるためである旨の会社の主張は採用し難い。  

⑷ 以上のとおり、会社は、分会員の労働条件を引下げについて

組合との間で妥結に至らず、労使の対立が長期間継続する中、

会社の規程上、分会員、フリー社員いずれも、会社の業績と労

働者の勤務成績又は業績に応じて賞与が支払われることとな

っている賞与について、組合からの賞与要求に対しては累積

赤字等を理由に支給を拒みつつ、貢献度が高いとするフリー

指導員に限らず、非組合員であるフリー社員全員に対して、分

会員が冬期休暇で不在の日に、２８年冬季賞与を支給したも

のである。 

これらの事情を踏まえると、会社は、分会員が組合の組合員

であることを理由として、２８年冬季賞与を支払わなかったも

のと認められる。したがって、本件賞与不支給は、労組法第７

条第１号の不当労働行為に該当する。  

２ 争点２（２８年冬季賞与についての団体交渉に係る会社の対応

は、労組法第７条第２号の団体交渉拒否に該当するか。）  

⑴ 第３の５⑹のとおり、Ｂ会長は、本件団交において、組合員ら

に対し「おまえら」「あほか」「ちょろまかした」「ドロボウと一

緒」「レベルが低すぎる」などと言ったほか、発言中に机をたた

いたことが認められる。  

    このようなＢ会長の言動は、団体交渉の出席者として不穏当

であり、適切なものであるとはいい難い。 

⑵ 他方、組合は、本件団交の申入れを、議題や交渉事項を示すこ
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となく口頭のみで行い、団体交渉の冒頭においても、組合からは

交渉事項を示すことなく、Ｂ会長に対し、申入れの趣旨は分かっ

ているかとの質問をした（第３の５(5)、⑹ア）。Ｂ会長が２８年

冬季賞与だと思う旨答えると、引き続きＡ委員長は「上の人は出

しているんですか。」と質問し、Ｂ会長がその質問の趣旨を管理

職ら上司に２８年冬季賞与を支給したのかを尋ねられたもので

あると考え、同賞与を出していない旨回答する際、組合に対し

「おまえら」と発言したところ、Ａ委員長が不当労働行為である

と大声で非難した（同ア）。また、Ａ委員長が、Ｂ会長に対し、

同賞与を出していないということでよいのかと再度問いただし

た上で、「上の人」とはフリー指導員のことである旨述べたとこ

ろ、Ｂ会長は、「あほか」といって、「上」とは上司のことではな

いのかと述べた（同イ）。 

このように、組合は、議題や交渉事項を事前に示さず、本件団

交の冒頭においても、組合からは交渉事項を示すことなく申入

れの趣旨は分かっているかという問いかけで団体交渉を開始す

るという挑発的な態度を取っており、さらに、Ａ委員長が発した

「上の人」という言葉の解釈の違いによって、労使双方が大声を

上げる等の冷静さに欠けるやりとりがなされたものと認められ

る。 

したがって、本件団交におけるＢ会長の言動は適切なものと

はいい難いが、組合の挑発的な言動に触発され、また、言葉の解

釈の行き違いにより労使双方が冷静さを欠いたなかでなされた

ものであって、労組法第７条第２号の不当労働行為に該当する

とまではいえない。 

⑶ 組合は、本件団交において、Ｂ会長は、フリー社員に２８年冬
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季賞与を支給した理由を回答せず、組合に質問を書面で提出す

るよう述べて、本件団交に使用していた部屋の電気を切り、団体

交渉を打ち切った旨主張する。  

確かに、Ｂ会長は、Ａ委員長が２８年冬季賞与について再度説

明を求めたにもかかわらず、要求の趣旨を文書で提出するよう

求めて退出した（第３の５⑹エ）。しかし、本件団交において労

使双方が大声を出すなど騒然となっていたことからすれば、Ｂ

会長が、騒然としていた団体交渉を正常化させるために書面の

提出を求めて本件団交を打ち切ったことは直ちに不当とはいえ

ない。 

⑷ また、組合は、会社からの求めに応じて、２９．２．２申入書

を提出したにもかかわらず、それに対する２９．２．７回答書は

質問事項にほとんど回答しないものであって、会社が誠実な団

体交渉を行う意思を有していないことを示している旨主張する。 

確かに、組合が、２９．２．２申入書において、２８年冬季賞

与の支給範囲、同賞与の支給総額、平均金額、過去の分会員以外

への賞与の支給実績等についての回答を求めた（第３の５⑺）と

ころ、会社は、２９．２．７回答書をもって、分会員及びフリー

指導員それぞれの２８年１２月度平均月収並びにフリー指導員

の２８年冬季賞与の平均を回答した（同⑻）のみで、２８年冬季

賞与の支給範囲や過去の支給実績等について言及しておらず、

組合の質問に対し全てを回答したわけではないことが認められ

る。 

しかし、本件団交の議題は２８年冬季賞与に関する事項であ

るところ、会社は、同年１１月１０日の団体交渉において、組合

からの賞与要求に対し、累積赤字が大きいため、労働条件等の引
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下げをお願いしたい旨述べていた（同⑶ア）ことから、２９．２．

７回答書の内容は、会社の主張を踏まえた一次的な回答として

は、当該議題に沿ったものであるといえる。また、組合が、２９．

２．７回答書に対し、団体交渉を申し入れる、又は、更なる回答

を要求する等、２９．２．７回答書の趣旨を追及した事実等もな

いことから（同⑻）、２９．２．７回答書をもっても、直ちに会

社の対応が不誠実であるとまではいえない。 

⑸ 以上から、２８年冬季賞与についての団体交渉に係る会社の

対応は、労組法第７条第２号の不当労働行為に該当しない。  

 ３ 争点３（１が認められた場合、初審命令主文第１項は救済方法

として適当か。）  

本件初審命令は、会社に対し、分会員に基準内賃金の額に０．３

を乗じた金員及び支払済みまで年率６分を乗じた金員の支払を命

じているところ、組合は、分会員の賞与の算定基礎には家族手当が

含まれるため、基準内賃金と家族手当の合計額に０．３を乗じた額

を支払うことを命令すべきである旨主張する。 

この点、確かに、会社が分会員に賞与を支給しなくなった１６年

以前においては、賞与の算定基礎に家族手当が含まれていた実績

があった（第３の３⑴）。しかし、そもそも分会員に適用される賃

金規程上、賞与の算定方法についての定めはなく（同２⑶イ）、ま

た、１６年２月に支給された賞与は、一律一人５０００円という定

額であったこと（同３⑷）からすれば、家族手当が当然に算定基礎

に含まれるとまでは認められない。 

また、別紙２のとおり、フリー指導員１６名に支払われた２８年

冬季賞与について、平均するとおおむね基準内賃金に０．３を乗じ

た額が支払われていることからすれば、本件救済申立てに対する
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救済方法として、分会員に対する２８年冬季賞与相当額として基

準内賃金に０．３を乗じた金額の支払を命じることは、労働委員会

の裁量の範囲内であり、かつ、適当である。 

 

以上のとおりであるから、各争点における初審命令の判断はいずれ

も相当であり、会社及び組合の再審査申立てには理由がない。  

 

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並び

に労働委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。  

 

令和２年９月２日 

 

中央労働委員会         

             第一部会長 荒 木 尚 志  ㊞   

 

 

 

【別紙１・別紙２ 略】  


